
 

【導入】 
ニコニコと笑う顔。(右) 
眠くて泣いてしまう顔。(左) 
 
私の「はとこ」、生後2か月の赤ちゃんは、とても、とても、かわいらしい存在。 
両親はもちろん、親戚からも、かわいがられています。 
 
ある親戚のつぶやきが、私の頭から、離れませんでした。 
 
「こんなにかわいい赤ちゃんでも、捨てる親がいるんだよね。」(トーン変える) 
 
みんなに愛される子どももいれば、生まれて間もなく、捨てられてしまう子どももいる… 
 
なぜこのような子どもたちが生まれてしまうのでしょうか。 
彼らを救うことはできないのでしょうか。 
本弁論では、遺棄される子どもの実情と、その解決を訴えます。 
 
 
（間） 
 
【現状】 
現在、親によって遺棄されてしまう子供はどれほどいるのでしょうか。 
国の調査によると、年間およそ25件、このような遺棄は発生しています。 
 
つい3日前にも、痛ましい事件が起こりました。 
 
神奈川県を流れる川の河口で発見された、乳児の遺体。 
生後間もない子どもが、冬の冷たい川に、裸で、浮いていたのです。 
 
 
このように、発見されたときには、子供が死んでいたという事例も多く存在します。 
実際、遺棄された25人のうち13人もの尊い子どもの命が、失われているのです。 
 
そして、その全てが、一切抵抗の出来ない乳児だったのです。 
 
（間） 
 
生んですぐに、子を捨ててしまう。 
異常な行動ともいえる遺棄。　 
 
誰かに相談する、子供を預かってくれる施設を頼るなど、 
選択肢は他にもあったはずです。 
 
なぜ親は、子供を捨てるという選択に至ったのでしょうか。 
 
（間） 

 



 

 
ある1つの理由が考えられます。 
 
それは、彼女たちが妊娠という事実を誰にも知られたくなかったから、ということです。 
 
病院や施設を頼ったら、自分の妊娠のことを洗いざらい話さなければいけない。 
産んだとしても、子ども一人を育てる経済的余裕なんてない。 
 
そんな恐怖から、誰にも相談できず、遺棄という最悪な選択をしたのではないでしょうか。 
 
実際の例をご紹介します。 
 
栃木県の女子校生が、駅前のトイレで出産。 
生まれた赤ちゃんを置き去りにし、死亡させたという事件です。 
 
彼女は、警察に捕まった際に、 
「妊娠したこと、出産したことを知られたくなかった」 
と供述しています。 
 
（間） 
 
遺棄ではなく、中絶という選択肢もあったはずです。 
では、なぜ彼女は、中絶をしなかったのでしょうか。 
 
中絶をする際には、病院に行き、医者に事情を説明しなければなりません。 
自身の名前などの、個人情報も伝えなければなりません。 
 
「妊娠を誰にも知られたくない」と考える彼女にとって、中絶は難しい選択だったのです。 
 
 
（間） 
 
 
そして、中絶可能な時期が過ぎ、刻刻と迫る出産の時期。 
「病院に行かなければ！でも、妊娠したことは誰にも知られたくない…」 
こうして思い悩んでいるうちに、ある日突然の陣痛。そして出産。 
 
そもそも、医療機関や助産師の助けを借りない、いわゆる孤立出産は、 
親子の体に大きな危険を及ぼす行為です。 
 
 
母親は大量出血。 
不衛生な場所での出産によって、 
子どもは感染症や低体温症にかかるといった危険性があるのです。 
 
 

 



 

これほど危険な行為であるにもかかわらず、子供を遺棄してしまう母親の8割は、 
周りに妊娠を知られたくない。 
そうした理由から孤立出産をしてしまうのです。 
 
（間） 
 
生んでしまった後、子供を施設に預ければいい。 
そう考えたとしても、それは容易ではありません。 
なぜなら、子どもを施設に預ける際にも、自分の個人情報を施設に伝えなくてはならないか

らです。 
 
現在、名前を明かさずに、児童相談所へ妊娠や出産に関する相談をすることはできます。 
しかし、いざ乳児院などの施設に預けるとなると、 
やはり、身元がわかってしまう情報を伝えなければなりません。 
 
（間） 
 
もしかしたら、親に妊娠のことを伝えられてしまうのではないか。 
妊娠の事実が将来誰かに知られてしまうのではないか。 
そういった不安から子供を施設に預けることもできません。 
 
結局、そのままひとりで出産、パニックに陥って子供を遺棄してしまったのです。 
 
  

 



 

 
 
【問題点】 
「この子は望んでいない」「育てない」 
親が、そう思ってしまえば、簡単に絶たれてしまう子どもの命。 
 
生まれてすぐの子どもなんて、 
ほんの一日、人目のつかないところに置いておくだけで、死んでしまいます。 
 
彼らは、誰かに守られなければ、生きていない存在なのです。 
 
 
 
生まれて間もなく、遺棄された子ども。 
 
 
 
その場から動くことも、言葉を発して助けを呼ぶこともできない。 
 
 
子どもを遺棄するということは、 
こうして、ただ「死」を待つだけの、辛く、むなしい体験を子どもに強いる行為なのです。 
 
産んだ子どもは責任をもって育てる。 
 
このような当たり前のことをできない人の気持ちを、理解しがたい方もいるでしょう。 
 
 
 
しかし、親に責任を押し付けている限り、 
遺棄される子どもは決していなくならないのです。 
 
もし………命を失った子どもが生きていたら、どのような人生を歩んでいたのでしょうか。 
 
失われた今では、想像することしかできません。 
子どもの命を奪うことは、社会の未来を摘み取ることなのです。 
 
そう考えると、遺棄するような親に任せるのではなく、 
子供は社会が守っていくべきではないでしょうか。 
 
 
【理念】 
私は、子どもの遺棄をなくしたい。 
 
安全に出産し、預けやすい仕組みを作ることで、遺棄により失われる命を守る。 
 

 



 

そのような社会を作っていきたいのです。 
 
 
 
現在の日本においては、「産みの親が育てる」という考え方が強すぎるのではないでしょう

か。 
自らの手で育てられないのであれば、育てられるところに子どもを預ける。 
これもまた、親の責任だと思います。 
こうして、少しずつでも遺棄を減らしていきたいのです。 
 
そして、このような考え方が広まっていくことで、 
中絶や他の虐待も減らすことができるのではないでしょうか。 
 
 
【プラン】 
遺棄する親をなくし、子供を守るために、私は2点のプランを提示します。 
1点目は、匿名出産制度の導入です。 
匿名出産制度とは、妊婦が自身の情報を一切明かさず、匿名で出産できる制度です。 
 
通常、検診や出産をおこなう際には、必ず住所や氏名、職業といった個人情報を 
医療機関側に伝えなくてはなりません。 
そのため、医療機関を訪れるというのは、周囲に妊娠を知られたくないと考える母親にとっ

て非常に難しいことです。 
 
そこで私は、誰でも、基準なく、匿名で出産できる制度が必要だと考えます。 
それが、匿名出産制度です。 
 
具体的にご説明します。 
 
まず母親は匿名で医療機関を受診し、定期検診を受け、そして出産。 
子供は生まれたらすぐに、親元から離され、乳児院へと預けられます。 
 
 
この一連の過程を、匿名で行えるようにするのが、匿名出産制度です。 
 
また、例外的に定期検診も受けずに 
急に病院を訪れる「飛び込み出産」の母親も、利用可能とします。 
 
 
医療機関に行くことさえできれば、経済的困難を抱えた親の問題も解消されます。 
現在、検診や出産などに通っている場合には、行政から様々な経済的支援を受けること 
ができます。 
この匿名出産制度により、医療機関に通えるようになった親は、援助を受け、経済的問題を

解消できるようになるのです。 
 
 

 



 

 
（間） 
 
 
しかし、匿名出産制度だけでは全ての命を救えるとは言い切れません。 
 
たとえ匿名であっても、 
病院に行くことのできない人がいる可能性はあるからです。 
 
そうして病院に行けず、 
孤立出産を迎え、やはり子どもを棄ててしまう…… 
 
 
（間） 
 
 
このような状況に対応するために、 
2点目のプランとして「こども緊急保護機関」を整備します。 
こども緊急保護機関とは、親が子供を匿名で預けられる制度のことです。 
同様の制度として、熊本市の慈恵病院で行われている「こうのとりのゆりかご」という制度

があります。 
 
慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」には、医師が24時間常駐しています。 
子供が預けられた際には、ブザーがなり、すぐに子供を発見することができます。 
つまり、子供を安全に受け入れることのできる、万全の体制が整っているのです。 
 
この仕組みを全国で取り入れ、どの地域にいる親であっても、匿名で子供を預けることがで

きる体制を国が整えます。 
 
全国で実施するにあたって、安全性を確実なものにするため 
慈恵病院を参考に、2つの設置基準を定めます。 
 
1点目は医師が24時間常駐していること 
2点目は子供を安全に受け入れる体制を整えること 
この２つの基準を満たした国立病院に「子ども緊急保護機関」を設置します。 
  

 



 

（間） 
 
【懸念】 
匿名出産によって孤立出産を防ぐ。 
もし医療機関に行けず孤立出産をしてしまったときには、「こども緊急保護機関」に子供を

預ける。 
この2点のプランによって、子供の遺棄を防ぐことができます。 
 
（間） 
 
しかしこのようなプランは実現していません。 
なぜでしょうか。 
 
おもに、2点の懸念があります。 
 
1点目は、”産みの親を知る権利”が保証されていないことです。 
これらのプランでは、母親の身元を明かすことなく、 
無条件で子供を手放すことを、認めてしまいます。 
 
つまり子どもは、産みの親を、知ることができないのです。 
 
2点目は、先ほど提案したプランに、倫理的な問題があることです。 
子どもを簡単に預けられる制度ができれば、子どもを育てなくてもよいという無責任な妊娠

が増えてしまうかもしれない。 
このような懸念から、積極的な導入がされないのです。 
 
（間） 
 
それでも！私はこれらのプランを導入すべきだと考えます。 
 
倫理的な問題に関しては、そもそも妊娠・出産をすること自体、母親にとっては大変なこと

であるため、大幅に増加するとは考えられません。 
また、たとえ無責任な妊娠が増えてしまったとしても、最優先に救うべきは子どもの命で

す。 
 
そして、簡単に子どもを預けてしまうような親なら、子どもを保護するためにも、この制度

を導入すべきです。 
 
また、産みの親を知る権利も、非常に大切な権利だと思います。 
 
しかし！ 
そもそも、命が無ければ、産みの親を知る権利など存在しません。 
権利を守るあまり、最も重要な命を、見過ごしてはいけないのです。 
権利と、命を天秤にかけたとき、なによりも命が優先されるべきではないでしょうか！ 
 
（間） 

 



 

【締め】 
 
「ゆりかごから墓場まで」 
かつて、アトリー内閣が掲げた社会保障制度のスローガン。 
 
現在の日本には、親の手によって、ゆりかごに入ることさえできない子どもが存在します。 
 
彼らの命をつなぐ、新たなゆりかごが整備される。 
そして、そのゆりかごに入り、人生を歩み始める。 
 
そのような社会が実現されることを願って、本弁論を終了させていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 

 


